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（一社）静岡県建設業協会長 

（一社）静岡県設備協会長 

（一社）静岡県地質調査業協会長 様 

 
  静岡県交通基盤部建設支援局 

建設技術企画課長 

 
 

静岡県情報共有・電子納品運用ガイドラインの改定について（通知） 

 
 

平素より、静岡県の建設行政に御協力いただきありがとうございます。 

さて、このたび下記のとおり静岡県情報共有・電子納品運用ガイドラインを改

定しましたので通知します。つきましては、貴協会員への周知をよろしくお願い

申し上げます。 

 
 

記 

 
１ 改訂資料 
  静岡県情報共有・電子納品運用ガイドライン（令和３年４月） 

 
２ 適用 
 令和３年４月１日以降に契約する工事・業務委託に適用する。令和３年３月 31 日

以前に契約する工事・業務委託は、受発注者間の協議により適用ですることができま

す。 

  
 
 ※本資料は、以下で公表しています。 

 http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-130/calshp/denshinouhin.html 
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